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1 趣旨 

  この要領は、令和 7～8 年度 宇美町生活支援・介護予防業務委託（以下

「本業務」という。）に係る公募型事業者選定プロポーザルにおける審査に

関し、必要な事項を定めるものである。 

 

2 審査の対象 

  審査の対象は、本業務の企画提案書を提出した者とする。 

 

3 審査をする者 

  審査をする者は、町長が任命した令和 7～8 年度 宇美町生活支援・介護

予防業務委託業者選定委員（以下「選定委員」という。）とする。 

 

4 審査方法 

審査は事前審査とプレゼンテーション審査の２段階で行う。 

(1)事前審査（参加者が 5 者以上の場合） 

 提案書及び別添資料に基づいて事務局において書類審査を実施する。 

評価結果の上位 4 者をプレゼンテーション審査対象者とし、参加 

者が 5 者に満たない場合は、参加者すべてに対しプレゼンテーション 

審査を行う。 

 なお、事前審査の評価結果はプレゼンテーション審査に影響する

ものではないものとする。 

(2)プレゼンテーション審査（本審査） 

     提案書及び別添資料に基づくプレゼンテーション並びに質疑応答に

より審査を実施する。プレゼンテーション審査により技術点を評価し、

見積書により価格点の評価を行う。 

   ア 開催日時 

     令和 8 年 2 月 18 日（水） 

   イ プレゼンテ―ション会場 

     宇美町役場 1 階 第 1 会議室 

   ウ プレゼンテーションの実施内容 

    ①企画提案書の要旨及び補足説明（30 分以内） 

    ②質疑応答 

   エ プレゼンテーション出席人数 

     3 名以内とする。業務に携わる主担当者に予定されている者は、必

ず出席すること。 
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5 評価方法 

評価方法は総合評価落札方式とする。 

技術点（企画提案書）、価格点（見積書）の各採点結果を集計し、総合的

に点数化する。 

 

(1)採点方法 

ア 評価項目 

技術点の評価は、別紙「評価項目表」に定める評価項目について

評価を行う。提案書の内容が評価項目表の要件をどの程度満たして

いるか判定し、「評価ポイント」を採点する。 

   

イ 技術点の算出方法 

 各委員の評価項目ごとの評価集計を行い、最上位点と最下位点は

控除（最上位点、最下位点がそれぞれ複数人いる場合は 1 人ずつ控

除する。）し、その他の平均点(少数点以下四捨五入)を合計したもの

を選定委員会における技術点とする。 

   

(2)価格点の評価方法 

 価格点は金額評価と適正評価で点数化する。提案業務の 1 年間の

総額（消費税［10%］を含む）として提示された見積額に対し、金額

評価として計算式から点数化し、適正評価として積算根拠が具体的

に積み上げられており内容が適切であるか点数化する。 

 

6 その他 

・プロポーザル参加者が 1 者の場合は、選定委員会の審査を以って、受託

者特定の可否を決定する。 

・最高得点者となる者が 2 者以上あるときは、次により順位付けを行う。 

① 技術点において、高い順位の票を多く得た者 

② 価格点において、見積額が少ない者 

③ 審査委員の合議による決定 

 

7 プレゼンテーションのタイムスケジュール 

   00：00 応募者入場・準備 

  00：05 プレゼンテーション進行について説明 

  00：08 プレゼンテーション開始 

  00：38 プレゼンテーション終了 
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  00：45 質疑応答 

  00：50 応募者退場 

  01：00 採点・採点表回収 

 

8 事務局 

  【事務局】 

   〒811－2192 

   福岡県糟屋郡宇美町宇美五丁目 1 番 1 号 

   宇美町役場 健康課 

   ℡：（092）934－2243（直通） 

   E-mail：kenkou@town.umi.lg.jp 
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別紙

評価項目 評価基準

①事業者に関する項目

・同種関連業務の実績やノウハウはあるか

・運営にあたって、適切な人員体制か、保有資格は十分か、責任者が
配置されているか

・スタッフの育成・研修体制は整っているか

②企画提案の趣旨等に関する項目

・業務の趣旨・目的を理解した提案になっているか

・経費節減や業務の効率化など業務向上、業務への意欲や積極性のあ
る提案となっているか

・利用者増への工夫が期待できるか

・町指定以外の対象に対する企画が仕様書に応じたものとなっている
か

③介護予防に関する項目

・一般介護予防事業評価について、地域支援事業実施要綱別添2「総合
事業の事業評価」に基づき、プロセス指標、アウトプット指標及びア
ウトカム指標により評価し、事業展開までの適切な提案提供になって
いるか

・モチベーション維持・継続利用に対する取り組みは十分か

④生活支援に関する項目

・福祉サポーターの活動について、具体的なマッチングに繋がる適切
な提案提供になっているか

・モチベーション維持・継続利用に対する取り組みは十分か

⑤安全（危機）管理体制の整備

・事業実施中の事故予防対策及び事故発生時の対応方針が具体的に示
されているか

・スタッフへの指導は行われているか、又は非常時を想定した訓練等
は実施しているか

金額評価
（予算額－見積額）／（予算額－最低価格）×10点
※小数点第1位を四捨五入した点数

適正評価
見積額の積算根拠が具体的で適切であるか

令和7～8年度 宇美町生活支援・介護予防業務委託事業者評価項目表

技術点
（企画提案書）

価格点
（見積書）
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